
 

 

業務内容開示実施要領 
 
 

 

 

業務内容開示規程に基づき、業務内容開示の実施要領を次のとおり定める。 

 

第１ 投資運用会員関係 

１ 開示内容は、次の範囲内とする。 

① 会社概況…投資一任・ラップ業務：別紙様式第１号①② 

不動産・ファンド：別紙様式第１号 

・業の種別 

・主な営業所、子法人等、提携企業の状況 

・主な株主の状況 

・財務状況 

・組織の状況 

・投資運用契約に係る資産の金融商品取引行為の状況（投資一任・ラップ業務） 

② 契約資産状況…投資一任・ラップ業務：別紙様式第２号① 

不動産・ファンド：別紙様式第２号  

共通：別紙様式第３号 

・契約資産の分類別把握 

・投資対象別運用資産 

・契約資産規模別分布の状況（投資一任・ラップ業務） 

・海外年金との契約状況（投資一任のみ） 

２ 開示資料の作成基準日は、次のとおりとする。 

①会社概況 年１回 作成基準日 投資一任・ラップ業務：別紙様式第１号①；６月末日 

別紙様式第１号②；各事業年度末日 

 不動産・ファンド：別紙様式第１号；６月末日 

②契約資産状況 年４回 作成基準日 ３月末日、６月末日、９月末日及び１２月末日 

３ 資料の提出方法については、次のとおりとする。 

会員は、上記１に定める別紙様式により、毎年３月、６月、９月または１２月の各月末日及び 各

事業年度末日を作成基準日として作成した資料を、各作成基準日から１ヵ月以内に事務局に提出する

ものとする。 

平 成 ２ 年 ３ 月 ２ ８ 日 
 

理 事 会 決 議 

平成 4 年  3 月  24 日  一部改正 

 

 

 
平成 18 年  4 月 26 日 一部改正 

 

 
 

平成 26 年 3 月 26 日 一部改正 

平成 4 年  6 月  22 日  一部改正  平成 19 年 12 月 19 日 一部改正  平成 26 年 4 月 23 日 一部改正 

平成 7 年  2 月  23 日  一部改正  平成 20 年  3 月  19 日 一部改正  平成 27 年 1 月 28 日 一部改正 

平成 13 年  4 月  25 日  一部改正  平成 21 年  6 月  12 日 一部改正  平成 27  年 12 月 16  日  一部改正 

 平成 14 年  4 月  24 日  一部改正  平成 23 年   3 月 23 日  一部改正  2  0  2  4  年  6 月           1      3   日  一部改正 

平成 15 年  1 月  22 日  一部改正 
 

 平成 25 年   3 月 27 日 一部改正   
平成   17  年 2  月  23  日  一部 改正  平成 25 年   9 月 25 日 一部改正   

     



(備考) 

上記における別紙様式第３号は、｢定例統計作成実施要領｣（昭和６３年６月２１日 理事会決 

議）における別紙様式第３号と同一である。 

 

第２ 投資助言・代理会員関係 

１  開示の内容は、次の範囲内とする。 会員概

況…投資助言・代理：別紙様式第１号 

・業の種別 

・営業所及び所在地 

・主な株主の状況 

・役員及び使用人の人数 

・他に行っている事業の種類 

・財務状況 

・投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 

・助言を行った有価証券等の種類 

・代理・媒介の件数 

２  開示資料作成及び基準時期  

協会は、毎年３月末日以前１年以内に終了した事業年度について作成された事業報告書に基づい

て開示資料を作成する。 


